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第３ 全体目標 

 

３  がんになっても安心して暮らせる社会の構築 

 

がん患者とその家族は、社会とのつながりを失うことに対する不

安や仕事と治療の両立が難しいなど社会的苦痛も抱えている。 

 

このため、これまで基本法に基づき、がんの予防、早期発見、が

ん医療の均てん化、研究の推進等を基本的施策として取り組んでき

たが、がん患者とその家族の精神心理的・社会的苦痛を和らげるた

め、新たに、がん患者とその家族を社会全体で支える取組を実施す

ることにより、「がんになっても安心して暮らせる社会の構築」を

実現することを目標とする。 
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